
 
 
 
 
 

放射線管理区域監視カメラの増設 

仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 



I 一般仕様 

 

 

1. 件  名  放射線管理区域監視カメラの増設 

 

 

2. 目  的 

本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下、「QST」という)が運用する

NanoTerasuにおいて、放射線管理区域を監視するカメラを増設するものである。本仕様書の

範囲には、カメラ機器類の調達、組立、組付け、位置決め据付調整、配線、必要な結線、試

験等が含まれる。 

 

3. 納入品構成 

放射線管理区域監視カメラ 1 式 

 

4. 仕様範囲 

上記構成機器の調達、納品、試験の全てに加え、以下が含まれる。 

➀ 構成機器の据付、配管、通線、末端接続及び試験調整。 

➁ システム運用後に必要とする付属品、消耗品は1年分を納入すること。 

➂ 保証として納入後1年以内に明らかに設計、製作及び工事等での不備が発覚した場合

は無償で速やかに復旧すること。 

 

5. 納入期限 

令和８年 ３月 ２７日（金） 

但し、作業実施日については、契約締結後、別途打合せの上、行うものとする。 

 

 

6. 納入場所 

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 

NanoTerasu内の指定する場所 

 

 

7. 納入条件 

据え付け調整後渡しとする。 

据付調整作業においてはQST職員が立会うこととする。 



 

8. 検査条件 

（１）現地作業完了後、以下の総合動作試験検査を行うこと。 

・導通、絶縁テスト 

・総合動作テスト 

 

（２）確認図または完成図に示す納入場所に据え付け後、員数検査、外観検査及び上記（１）

に定める試験検査及び提出図書の合格をもって検査合格とする。 

 

9. 契約不適合責任 

契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。 

 

 

10. 提出図書 

a) 印刷物 

 表１に示す図書を印刷物として提出すること。 

 使用する言語は日本語とする。ただし、海外機器等の取扱説明書等はこの限りでな

い。 

 印刷物は、原則 A4 サイズ用紙で提出すること。ただし、確認図、図表等はこの限り

でない。 

 印刷物は、原則ファイルに綴じること。 

 「完成図書」とは、（イ）～（ク）を印刷して表紙と目次を付してファイルに綴じた

物に加え、これらの電子ファイルも併せた物である。完成図書の大型図面は折りた

たんで収納すること。文字が判読できない縮小図は不可とする。 

 

表1 提出図書一覧 

 図書名 提出時期 部数 

(ア) 工程表 契約後速やかに 2 

(イ) 確認図 製作開始前 2 

(ウ) 試験検査要領書 試験検査の前 2 

(エ) 打合せ議事録 実施の都度 2 

(オ) 試験検査成績書 試験検査の都度 2 

(カ) 取扱説明書 納入時 2 

(キ) 完成図 納入時 2 

(ク) 納入品目表 納入時 2 

(ケ) 完成図書 納入時 2 

 

b) 電子ファイル 

 表１に示す提出図書は、特記なき限り、次の電子可読形式ファイルで提出すること。 

(1) CADファイル：2D-CAD：Autodesk AutoCAD LT（dwg、dxf）及びAdobe Acrobat（pdf） 

(2) CAD ファイル以外：Microsoft Office（docx、xlsx、pptx）又は Adobe Acrobat

（pdf） 

 提出図書の作成に使用するソフトウェアは最新バージョンを用いること。 

 記録メディア 

(1) CD-R 又は DVD-R とする。 

(2) 数量は 1枚とする。 

(3) 提出前に最新定義ファイルに更新されたウィルス検知ソフトでウィルスチェック

を行うこと。 



(4) 記録メディアのレーベル面には、次の内容を直接印刷又は不滅インクによる手書

きで明記すること。 

1) 件名 

2) 受注者名 

3) ウィルス検知ソフト名（バージョンを含む） 

4) データ書き込み日 

5) ウィルスチェック日 

 

 

11. 品質管理 

本設備の製作に係る設計・製作・据付け等は、全ての工程において、以下の項目等につ

いて十分な品質管理を行うこととする。 

（１）管理体制 

（２）設計管理 

（３）外注管理 

（４）現地作業管理 

（５）材料管理 

（６）工程管理 

（７）試験・検査管理 

（８）不適合管理 

（９）記録の保管 

（10） 重要度分類 

（11） 監査 

 

 

12. 適用法規・規格基準 

本設備は、放射性同位元素等の規制に関する法律のＲＩ使用施設である。したがって、

設計・製作・試験検査・据付調整等に当たっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は

準用して行うこと。 

（1） 原子力基本法 

（2） 労働安全衛生法 

（3） 日本産業規格（ＪＩＳ） 

（4） その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等 

 

 

13. 知的財産権 

知的財産権については、知的財産権特約条項のとおりとする。 

 

 

14. 機密保持 

受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目 

的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 

このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格 



に遵守すること。また、契約完了後、本業務の実施に際しての貸与情報や知り得た情報は、

受注者の責任において消去すること。 

 

 

15. 安全管理 

（1）一般安全管理 

①作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、

作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進歩を図るものとする。また、作業遂行上 

既設物保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災 

その他の事故防止に努めるものとする。 

②作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 

③受注者は、作業着手に先立ちQSTと安全について十分に打合せを行った後着手するこ

と。 

④受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 

⑤作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 

⑥受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのある

ものについては、転倒防止策等を施すこと。 

 

 

16. 権利の帰属 

本仕様書によって製作されたハードウエア等の図面を含む著作物の著作権は、QSTに帰

属するものとする。 

 

 

17. グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律）に適合する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用す

るものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に

定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

18. 協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場

合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする｡ 

 

 

 

 

 



II 技術仕様 

 

 

1. 一般事項 

（1） 電気の技術 

電気配線作業や機器の設置作業は、電気に関する技術を有する者が行うこと。 

（2） 名簿の提出 

作業に係る作業員の名簿を作成し提出すること。 

（3） 事前確認項目 

契約後協議の上、機種の選定や作業手順書等の書面を作成することの確認を取ること。 

（4） 会議打合せの開催 等 

発注者と受注者間で必要に応じて会議や打ち合わせを行うこと。開催後は受注者が議

事録を作成して提出すること。 

 

2. 耐震設計基準 

設置する各機器は、建屋の壁床天井や付帯設備のケーブルラックに適切に固定すること。 

 

 

3. 使用条件 

各監視カメラは、リングトンネル等に設置され、映像を既設のモニタ上で表示出来るよ

うにする。 



 

4. 各部の仕様 

A. 機器 

(1) カメラ 

ア 旋回カメラ 

イ 固定カメラ 

ウ サーモグラフィカメラ 

 

B. システムの基本要件 

(1) カメラ要件 

  ア カメラから直接LANケーブルに映像データを送出可能なネットワークカメラとする。 

  イ 必要に応じて設置環境に適したカメラを選定するものとする。ただし、国内外の行 

政機関等によりセキュリティ・リスクなどの懸念から販売や使用等が禁止又はその検討

をする対象に指定された又はされたことがあるメーカーの機種は選定しないこととす

る。 

ウ LANケーブルによる電源供給にて動作可能なカメラ機種とする。ただし、既設のネッ

トワークスイッチは電源供給に対応していないので別途電源供給に対応したPoEスイッチ

を用意し用いること。 

 

(2) 記録要件 

   ア カメラの映像データは、既存の記録サーバに記録し、（4）に示す運用上の操作等変   

更がないようにすること。 

 

(3) ネットワーク要件 

  ア 既存のネットワークを流用し構築するものとすること。 

 

(4) システム要件 

   ア カメラのライブ映像表示、表示用モニタへの映像選択、旋回型カメラの操作、記録

映像の検索／再生は操作用PCより行えるものとする。 

イ カメラの表示映像は、監視状況に応じて単画面／4分割／6分割 

／9分割／12分割／16分割／25分割／1+5分割／1+7分割等に切替可能なものとする。 

ウ 操作はジョイスティックでの簡易な操作が可能なものとすること。 

（カメラ選択、旋回カメラの制御、プリセット選択） 

エ サーモグラフィカメラの異常発熱検知と連動し、該当カメラ映像のピックアップ表

示を行えるものとすること。 

オ カメラの名称を操作PCから容易に変更できるものとすること。 

カ 記録の検索は日時指定ができる機能を有するものとすること。 

キ 操作PCにて、マップ表示およびアイコンの選択が可能なものとすること。 



ク カメラ映像の特定部分のみを撮影しないようにするマスキング機能が設定可能であ

ること。 

 

5. カメラ単体仕様 

 

(1) 旋回カメラ ５台 

項目 規格 

有効画素数 フル HD 画質（1920×1080 画素）以上 

最低照度 0.5 ルクス以下 

使用温度範囲 -10～+50℃ 

ズーム比 光学 35 倍以上 

旋回角度 水平：360°、垂直：-25～205°以上 

 

(2) 固定カメラ １台 

項目 規格 

有効画素数 フル HD 画質（1920×1080 画素）以上 

最低照度 0.5 ルクス以下 

使用温度範囲 -10～+50℃ 

ズーム比 光学 4倍以上 

 

(3) サーモグラフィカメラ １台 

項目 規格 

有効画素数 赤外線画像 80×60画素以上 

測定対象物温度範囲 -10℃～+150℃ 

温度分解能 0.10℃以下 

使用温度範囲 0～+50℃ 

 

 

6. 現地据付調整 

(1) 現地作業 

①現地作業を実施する場合は、1 ヵ月前までに作業工程表を提出して確認を得ること。 

②作業責任者をおき、QSTにおける作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防

止に努めること。 

③作業は、QSTの勤務時間内に実施すること。ただし、緊急を要しQSTが承諾した場合は、所

定の手続きを経た上で業務時間外に実施することができる。 

④他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。万一そのような事態が発生し

た場合は、遅滞なくQSTに報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。 

⑤作業責任者は、現地作業終了後、速やかに作業報告書を提出すること。 

⑥作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。また、資格を必要

とする作業については、有資格者を従事させること。 

⑦QSTの構内への入退域及び物品、車両等の搬出入に当たっては、QST所定の手続きを遵守

すること。 

 

(2) 作業範囲は以下のとおりとする。  



1） 共通事項 

・各機器はQSTが指定する場所に設置すること。 

・中央設備監視室及び中央制御室において各監視カメラ映像をモニタで監視できるものと

すること。 

・中央設備監視室にて録画映像の確認をモニタでできるものとすること。 

・各監視カメラから既設のネットワークラックまでをLANケーブルで配線すること。 

・各ネットワークラックにはPoEカメラ電源ユニットを設置すること。 

・監視カメラは、必要なカメラ取付金具等を使用して固定すること。 

・監視機器類は必要なケーブルで接続し、QSTが指定する場所に設置すること。 

 

2) 放射線管理区域監視カメラシステムの整備 

・監視カメラは旋回カメラ5台（クライストロン室1台、リングトンネル内３台、電磁石

電源室１台）、固定カメラ１台（蓄積リング内周通路内1台）、サーモグラフィカメラ

１台（蓄積リングトンネル内1台）をQSTが指定する場所に設置する。 

 

7. 試験・検査 

本装置に関する試験・検査は以下の各項目を実施すること。なお、以下の検査を実施す

るに当たり、事前に試験検査要領書を作成し提出するものとする。 

 

・員数検査 完成図をもとに実施する。 

・外観検査 目視で行う。 

・総合動作試験検査 各機器並びに各機能が正常に動作するとともにシステムが 

総合的に動作することを確認する。 

試験検査を実施する前にQSTと協議を行ったうえ検査内容の項目を決定すること。 

 

 
8. 支給品 

・PoE-HUB １台 

・表示PC用モニタ １台 

不足する場合、別途協議の上支給する。 

 

 

 

 

 

 

 
（要求者） 

部課（室）名：高輝度放射光研究開発部  

基盤技術グループ 

氏 名：萩原 雅之 
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知的財産権特約条項 
 
（知的財産権等の定義） 
第１条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

一 特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権、実用新案法（昭和34年
法律第123号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和34年法律第125号）に規
定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和60年法律第43
号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成10年法律第83号）に規定する育
成者権及び外国における上記各権利に相当する権利（以下総称して「産業財産
権等」という。） 

二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録
を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回
路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、
種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当
する権利 

三 著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する著作権（著作権法第21条から
第28条までに規定する全ての権利を含む。）及び外国における著作権に相当す
る権利（以下総称して「著作権」という。） 

四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可
能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特
に指定するもの（以下「ノウハウ」という。）を使用する権利 

２ この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 
一 特許権の対象となるものについてはその発明 
二 実用新案権の対象となるものについてはその考案 
三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 
育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権
利の対象となるものについてはその案出 

３ この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、
実用新案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、半導体集
積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に
定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物
を利用する行為、種苗法第２条第５項に定める行為及びノウハウを使用する行為を
いう。 

 
（乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属） 
第２条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの

規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を
乙から譲り受けないものとする。 
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一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞な
くその旨を甲に報告する。 

二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてそ
の理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権
利を国に許諾する。 

三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知
的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない
場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するため
に特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財
産権を実施する権利を第三者に許諾する。 

四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用
実施権（仮専用実施権を含む。）若しくは専用利用権の設定その他日本国内に
おいて排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾（以下「専用実施権等
の設定等」という。）をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次
のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受
けなければならない。 
イ 子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号に規定する子会社
をいう。以下同じ。）又は親会社（会社法第２条第４号に規定する親会社
をいう。以下同じ。）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等
をする場合 

ロ 承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への
移転の促進に関する法律（平成10年法律第52号）第４条第１項の承認を受
けた者（同法第５条第１項の変更の承認を受けた者を含む。））又は認定Ｔ
ＬＯ（同法第11条第１項の認定を受けた者）に当該知的財産権の移転又は
専用実施権等の設定等をする場合 

ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移
転又は専用実施権等の設定等をする場合 

２ 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的
財産権を甲に譲り渡さなければならない。 

３ 乙は、第１項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ
かを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認
める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡
さなければならない。 

 
（知的財産権の報告） 
第３条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出

願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知
しなければならない。 

２ 乙は、産業技術力強化法（平成12年法律第44号）第17条第１項に規定する特定研
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究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出
願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則（昭和35年通商産業省令第10号）、
実用新案法施行規則（昭和35年通商産業省令第11号）及び意匠法施行規則（昭和35
年通商産業省令第12号）等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成
果による出願である旨を表示しなければならない 。 

３ 乙は、第１項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた
場合には、設定の登録等の日から60日以内（ただし、外国にて設定の登録等を受けた
場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 

４ 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許
諾したとき（ただし、第５条第４項に規定する場合を除く。）は、実施等した日から
60日以内（ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内）に、甲にその旨書面によ
り通知しなければならない。 

５ 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、
自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければな
らない。 

 
（乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転） 
第４条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転

する場合（本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に
著作権を移転する場合を除く。）には、第２条から第６条まで及び第12条の規定の適
用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 

２ 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通
知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割によ
り移転する場合及び第２条第１項第４号イからハまでに定める場合には、この限り
でない。 

３ 乙は、第１項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外
に存する場合に限る。）である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、
必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。 

４ 乙は、第１項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内（ただし、外国
にて移転を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならな
い。 

５ 乙が第１項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的
財産権について、第２条第１項各号及び第３項並びに第３条から第６条まで及び第
12条の規定を遵守するものとする。 

 
（乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾） 
第５条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者

に実施を許諾する場合には、第２条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えない
よう当該第三者に約させなければならない。 



知財特約_202306 

２ 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に
専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面によ
り通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合
併又は分割により移転する場合及び第２条第１項第４号イからハまでに定める場合
は、この限りではない。 

３ 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外に存する場
合に限る。）である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連
絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。 

４ 乙は、第２項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日
以内（ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により
通知しなければならない。 

５ 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試
験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又
は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾す
るものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。 

 
（乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄） 
第６条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合

は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 
 
（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属） 
第７条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る

知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、
当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も
遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。 

一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてそ
の理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権
利を国に許諾する。 

二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知
的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない
場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するため
に特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財
産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。 

２ 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負
担するものとする。 

３ 乙は、第１項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ
かを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が
認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有す
る部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 
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（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転） 
第８条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権の

うち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行
う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を
得なければならない。 

 
（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾） 
第９条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権に

ついて第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその
旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。 

 
（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施） 
第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又

は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作さ
せ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許
諾することができるものとする。 

２ 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自
ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実
施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結する
ものとする。 

 
（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄） 
第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を

放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらか
じめ相手方の書面による同意を得なければならない。 

 
（著作権の帰属） 
第12条 第２条第１項及び第７条第１項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成さ

れ納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。 
２ 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格
権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であると
きは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。 

３ 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約に
よる成果である旨を明示するものとする。 

 
（合併等又は買収の場合の報告等） 
第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合（乙の親会社が変更

した場合を含む。第３項第１号において同じ。）は、甲に対しその旨速やかに報告し
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なければならない。 
２ 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照
らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が
判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に
許諾しなければならない。 

３ 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定
も遵守することを当該移転先に約させなければならない。 

一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨
速やかに報告する。 

二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観
点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれが
あると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が
指定する者に許諾する。 

三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のい
ずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。 

 
（秘密の保持）  
第14条 甲及び乙は、第２条及び第７条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開さ

れる日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請
を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 

 
（委任・下請負） 
第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において

は、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために
必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し
全ての責任を負うものとする。 

 
（協議） 
第16条 第２条及び第７条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等に

ついて疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。 
 
（有効期間） 
第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日ま

でとする。 
 

以上 


